
概　　　要 反対議員議　案　名議案番号
津市市民活動センターの指定管理者の指定
について

特定非営利活動法人津市ＮＰＯサポートセンター
（平成29年4月1日から平成34年3月31日まで）議案第15 0号

長谷川正

津市羽野地区集会所の指定管理者の指定に
ついて

羽野地区集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第15 1号

長谷川正

津市久居新町中央集会所の指定管理者の指
定について

新町中央集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第15 2号

長谷川正

津市明神地区集会所の指定管理者の指定に
ついて

明神地区集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第15 3号

長谷川正

津市井戸山地区集会所の指定管理者の指定
について

井戸山地区集会所管理運営委員会（平成29
年4月1日から平成34年3月31日まで）議案第15 4号

長谷川正

津市狐塚地区集会所の指定管理者の指定に
ついて

狐塚地区集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第15 5号

長谷川正

津市　原地区集会所の指定管理者の指定に
ついて

　原地区集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第15 6号

長谷川正

津市東鷹跡地区集会所の指定管理者の指定
について

東鷹跡地区集会所管理運営委員会（平成29
年4月1日から平成34年3月31日まで）議案第15 7号

長谷川正

津市西鷹跡地区集会所の指定管理者の指定
について

西鷹跡地区集会所管理運営委員会（平成29
年4月1日から平成34年3月31日まで）議案第15 8号

長谷川正

津市戸木地区集会所の指定管理者の指定に
ついて

戸木地区集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第15 9号

長谷川正

津市諸戸山・横山地区集会所の指定管理者の
指定について

諸戸山・横山地区集会所管理運営委員会（平
成29年4月1日から平成34年3月31日まで）議案第16 0号

長谷川正

津市桃里団地集会所の指定管理者の指定に
ついて

桃里団地集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第16 1号

長谷川正

津市風早地区集会所の指定管理者の指定に
ついて

風早地区集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第16 2号

長谷川正

津市桃園地区集会所の指定管理者の指定に
ついて

桃園地区集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第16 3号

長谷川正

津市相川地区集会所の指定管理者の指定に
ついて

相川地区集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第16 4号

長谷川正

津市　原中央集会所の指定管理者の指定に
ついて

　原中央集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第16 5号

長谷川正

津市久居万町・中町・射場町地区集会所の指
定管理者の指定について

万町・中町・射場町地区集会所管理運営委員会
（平成29年4月1日から平成34年3月31日まで）議案第16 6号

長谷川正

津市元町地区集会所の指定管理者の指定に
ついて

元町地区集会所管理運営委員会（平成29年
4月1日から平成34年3月31日まで）議案第16 7号

長谷川正

津市久居団地・東町地区集会所の指定管理者
の指定について

久居団地・東町地区集会所管理運営委員会（平
成29年4月1日から平成34年3月31日まで）議案第16 8号

長谷川正

津市庄村集会所の指定管理者の指定につい
て

庄村自治会（平成29年4月1日から平成34年
3月31日まで）議案第16 9号

長谷川正

津市小山集会所の指定管理者の指定につい
て

小山自治会（認可地縁団体、平成29年4月1
日から平成34年3月31日まで）議案第17 0号

長谷川正

16 つ　市　議　会　だ　よ　り
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